
職員を募集
しています

(公社)島根県林業公社 令和8年度正規職員採用試験
(令和９年４月採用)

HPに詳しい情報を
記載しています。

〒690-0876 島根県松江市黒田町432番地１
「島根県土地改良会館３F」
TEL 0852-32-3185  FAX 0852-21-4375
E-mail: kousha@forestry-shimane.or.jp 

【連絡先】

収穫事業を行っている山林



森林経営課
事業推進課

業務内容

○ 林業へ就業を希望する方へ

の相談対応や情報提供

○ 林業の実践的な技術習得の

ための研修の企画・実施

労働力確保支援センター

当公社の事業は、市町、昭和40年の設立以来、島根県におけ
る森林整備の重要な担い手として、これまでに2万ヘクタール
を超える森林（分収林）を造成し、適切な整備を通じて中山間
地域における雇用創出や地域経済の振興にも貢献してきました。
また、林業労働力確保支援センターを設置し、林業担い手の確
保育成の活動を行ってきました。
平成26年度からは、本格的に収穫（伐採）事業を開始したと

ころで、現在は収益性の向上が図られるように、木材の有利販
売や生産コストの低減に取り組んでいるところです。
当公社が計画的に収穫（伐採）事業を実施することは、県産

木材の安定供給の一助になるとともに、伐採跡地の再植林に
よって持続可能な林業を実現することで、水源涵養やCO₂の吸
収といった森林の公益的機能の発揮につながるものと考えてい
ます。
このように、県内各地域において当公社の役割を十分に発揮

するため、引き続き、地域資源の活用と環境保全を両立する森
林経営を推進します。

 島根県林業公社は、島根県の森林の機能発揮のため、土地の所有者・市町と共同で造林を

行う契約を結び、これまでに2万ヘクタールを超える森林を造成しました。

平成26年度からは本格的に収穫事業を開始し、県産木材の安定供給の役割を果たすととも

に、収穫跡地に再植林を行うことで持続可能な林業の実現に取り組んでいます。

また、林業労働力確保支援センターでは、林業事業体の雇用改善や、新規参入者の就業支

援等を行うことにより、林業労働力の確保と育成を促進しています。

組織体制  （本所） 総務企画課（6名）、森林経営課（8名）、労働力確保支援センター（6名）

  （西部事務所）事業推進課（9名）                  合計29名

勤務条件  勤務時間 原則8：30 ～ 17：15 （前年度残業時間実績：月平均8時間）

 ※時差出勤制度があります

 休日 年間128日 毎週土日、祝日、夏季休暇（6月から10月の間で4日）

 年末年始（12月29日～1月3日）

 休暇 有給休暇（年20日）、特別休暇など（前年度有給休暇取得実績：年平均16日）

 給与 給料月額：233,531円（4年生大学を卒業した新卒者）

 ※中途採用の場合は年齢・職歴により給料月額を決定します

 賞与 年2回（前年度実績：計4.50ヶ月分）

 諸手当 期末・勤勉手当、時間外手当、通勤手当、扶養手当など

 福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、互助会制度あり

 勤務地 本所（松江市）又は西部事務所（大田市）

○ 契約地の伐採や植林などの

計画・発注・管理

○ 契約者の捜索および事業の

説明

勤務条件

公社概要

HPに採用情報を
記載しています。

○ 経理、組織の運営、管理に関する

事務

○ 契約者の権利関係の調査、情報管

理 など

総務企画課

○ ドローンなどを活用した契約地の

調査とそれに基づく伐採や植林などの

計画・発注・管理

○ 契約者への事業の説明 など

森林経営課 事業推進課

○ 林業へ就業を希望する方への相談

対応や情報提供

○ 林業の実践的な技術習得のための

研修の企画・実施 など

労働力確保支援センター
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